
議案第７４号 

 

北本市公共下水道使用料条例の一部改正について 

 

 北本市公共下水道使用料条例の一部を次のように改正する。 

 

 

令和５年１１月２４日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

北本市公共下水道使用料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市公共下水道使用料条例（昭和５５年条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条の表中「６００円」を「７００円」に、「１００円」を「１１

５円」に、「１０５円」を「１２０円」に、「１１０円」を「１２５

円」に、「１１５円」を「１３０円」に、「１２５円」を「１４０円」

に、「１３５円」を「１５０円」に、「１４５円」を「１６０円」に改

める。 

 

  附 則 

１ この条例は、令和６年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、令和６年６月分として徴収する使用料か

ら適用し、同年５月までの分として徴収する使用料については、なお

従前の例による。 

 


